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八代市地域学校協働活動ボランティア人材バンク運営要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、家庭、地域及び学校が一体となり地域ぐるみで子供たちの生きる力

を育み、地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するために、市立小学校、中学校、

特別支援学校及び幼稚園（以下「学校」という。）の教育活動を支援する目的で設置す

る八代市地域学校協働活動ボランティア人材バンク（以下「人材バンク」という。）に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （運営主体） 

第２条 人材バンクの運営主体は、八代市地域学校協働本部（以下「協働本部」とい

う。）とする。 

 （対象活動） 

第３条 人材バンクの登録の対象となる活動（以下「対象活動」という。）は、学校にお

ける八代市地域学校協働活動事業を推進するための活動であって、次に掲げるものとす

る。 

（１）教育活動支援 

（２）教育環境整備支援 

（３）登下校中の安全確保支援 

（４）部活動支援 

（５）学校行事に係る支援 

（６）その他学校の支援要請に応じ協働本部が必要と認める活動 

 （登録の要件） 

第４条 人材バンクに登録できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす個人又は団体とす

る。ただし、未成年者の登録に当たっては、保護者の同意を必要とする。 

（１）人材バンク設置の目的を理解し、賛同する者 

（２）対象活動に自らの能力を積極的に提供しようとする者 

（３）政治的、宗教的又は営利的な活動を目的としていない者 

 （登録の募集） 

第５条 人材バンクへの登録は、原則として一般公募とする。 

 （登録の申請） 

第６条 人材バンクに登録しようとする者は、八代市地域学校協働活動ボランティア登録

票（個人）（様式第１号）又は八代市地域学校協働活動ボランティア登録票（団体）（様

式第２号）（以下これらを「登録票」という。）に必要事項を記入し、協働本部に提出す

るものとする。 

 （登録内容の確認等） 



第７条 協働本部は、前条の規定による登録票の提出があったときは、必要に応じ、聞き

取り調査等の方法により、当該登録票の記載事項の確認を行い、人材バンクへの登録の

可否を決定するものとする。 

 （人材バンクリストの作成） 

第８条 協働本部は、前条の規定により人材バンクへの登録を決定したときは、登録する

対象活動（以下「登録活動」という。）の内容、登録活動の実施可能場所等を記載した

人材バンクリストを作成し、登録するものとする。 

 （登録の取消し） 

第９条 協働本部は、前条の規定により人材バンクへ登録された者（以下「登録者」とい

う。）が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことがで

きる。 

（１）八代市地域学校協働活動ボランティア登録取消届（様式第３号）を提出したとき。 

（２）登録活動を利用して政治、宗教又は営利目的の活動を行ったとき。 

（３）登録内容に偽りがあったとき。 

（４）その他登録者として不適切であると協働本部が認めるとき。 

 （登録内容の変更） 

第１０条 登録者は、登録された内容に変更があったときは、八代市地域学校協働活動ボ

ランティア登録変更届（個人）（様式第４号）又は八代市地域学校協働活動ボランティ

ア登録変更届（団体）（様式第５号）を速やかに協働本部に提出しなければならない。 

 （ボランティア活動保険の加入） 

第１１条 協働本部は、登録者に対するボランティア活動保険に加入しなければならな

い。この場合において、ボランティア活動保険に係る費用は、予算の範囲内において協

働本部が負担する。 

２ 協働本部は、登録者が団体であるときは、ボランティア活動保険の加入に当たり、必

要に応じて加入できる人数に制限を設けることができる。 

３ 登録活動中の事故によって被った損害については、原則としてボランティア活動保険

の範囲内において補償する。 

 （費用負担） 

第１２条 登録者の登録活動の実施については、原則として、無償とする。 

 （個人情報の取扱い） 

第１３条 協働本部は、人材バンクに登録した個人情報の保護について十分に配慮するも

のとし、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければ

ならない。 

２ 登録者は、個人情報の取扱いについて認識し、登録活動の実施に当たって知り得た個

人情報の保護に十分に配慮するものとし、個人の権利利益を侵害することのないよう個

人情報を適正に取り扱わなければならない。登録者でなくなった場合においても同様と

する。 

 （研修） 

第１４条 登録者は、必要に応じて協働本部が開催する研修会等に参加し、資質の向上に

努めるものとする。 



 （運営に関する事務） 

第１５条 人材バンクの運営に関する事務は、協働本部の事務局（八代市教育委員会生涯

学習課）において処理する。 

２ 登録者その他派遣団体の円滑な登録活動の実施に当たっては、八代市地域学校協働活

動実施要領（令和２年３月２３日教育部長専決）第３条に規定する地域コーディネータ

ーが連絡調整を行う。 

 （その他） 

第１６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この要領は、令和２年６月２５日から施行する。 

 

 


